
価格表並びにプライスボード作成に当たり、乙は甲に対し下記依頼を行った
ものであり、販売表示価格についても同意の基に依頼したものである。

因って、甲の行為は乙に対しての再販価格指示には当たらないものである。

●依頼内容
価格表並びにプライスボード作成
（店頭価格表示及・店内パンフレット及び価格表等）

●作成依頼日

●依頼者（乙）

●作成者（甲）
ブリヂストンタイヤ名古屋販売株式会社

尚、本書は原本甲所有、写し乙所有とする。

価格表並びにプライスボード作成依頼書（委任状）

平成　　　年　　　月　　　日　　　
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